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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置の製造方法において、
　電極および絶縁膜が露出された貼合せ面を有する２枚の基板のうち少なくとも一方の貼
合せ面を覆う状態で、絶縁性薄膜を成膜し、
　前記絶縁性薄膜を介して前記２枚の基板の貼合せ面同士を対向配置し、
　前記２枚の基板の電極同士が前記絶縁性薄膜を介して電気的に接続される状態に位置合
わせをして、前記２枚の基板を貼り合わせ、
　貼り合わされた前記２枚の基板を、前記電極の成膜温度よりも高温で熱処理して、前記
電極同士で狭持された絶縁性薄膜を、対応する電極それぞれを構成する金属の結晶粒成長
による変形・移動によって破壊し、前記電極同士を直接接触させる
　製造方法。
【請求項２】
　前記２枚の基板の両方に、前記絶縁性薄膜を成膜する
　請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記２枚の基板の両方に、同じ材料からなる前記絶縁性薄膜を成膜する
　請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
　原子層堆積法により前記絶縁性薄膜を成膜する
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　請求項１から３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項５】
　前記２枚の基板の貼合せ面は、平坦化処理によって形成されている
　請求項１から４のいずれかに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、半導体装置の製造方法に関し、特に、電極同士が電気的に接合された状態で
２枚の基板を貼り合わせて構成される半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、２次元構造の半導体装置の高集化は、微細プロセスの導入と実装密度の向上によ
って実現されてきたが、これらによる２次元構造の高集化には物理的な限界がある。そこ
で、さらなる半導体装置の小型化および画素の高密度化を実現するため、３次元構造の半
導体装置が開発されている。例えば、特許文献１には、光電変換部を有するセンサ基板と
周辺回路部を有する回路基板とを積層させて貼り合わせてなる３次元構造の半導体装置が
提案されている。
【０００３】
　上述の３次元構造の半導体装置は、Ｃｕ電極と絶縁膜とを露出させた貼合せ面を有する
基板を２枚用いて、貼合せ面を対向させた状態でＣｕ電極同士を位置合わせし、さらに熱
処理をすることにより、基板同士を貼り合わせて作製される。このようにＣｕ電極を直接
接合（Ｃｕ－Ｃｕ接合）することによって、基板を積層して貼り合わせてなる３次元構造
の半導体装置がある（例えば、特許文献２乃至５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１９１０８１号公報
【特許文献２】特開２０００－２９９３７９号公報
【特許文献３】特表２００６－５２２４６１号公報
【特許文献４】特開２０１０－１２９５７６号公報
【特許文献５】特開２０１２－２５６７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した３次元構造の半導体装置は、製造工程中のＣｕ電極同士の位置
合わせにおいて生じるズレや、またはＣｕ電極の形状や大きさの違い等により、Ｃｕ電極
と絶縁膜との接合面が形成される。このＣｕ電極と絶縁膜が接合される接合面おいては、
ボイドが発生する。そのため、接合面の貼合せ強度の低下による基板間の剥がれ等の問題
点が生じる。
【０００６】
　本開示はこのような状況に鑑みてなされたものであり、２枚の基板を貼り合わせて電極
同士を接合させた構成において、基板の接合面でのボイドの発生を防止して、基板間の貼
合せ強度の向上が図られた３次元構造の半導体装置を提供できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本開示の第２の側面である製造方法は、半導体装置の製造方法において、電極および絶
縁膜が露出された貼合せ面を有する２枚の基板のうち少なくとも一方の貼合せ面を覆う状
態で、絶縁性薄膜を成膜し、前記絶縁性薄膜を介して前記２枚の基板の貼合せ面同士を対
向配置し、前記２枚の基板の電極同士が前記絶縁性薄膜を介して電気的に接続される状態
に位置合わせをして、前記２枚の基板を貼り合わせ、貼り合わされた前記２枚の基板を、
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前記電極の成膜温度よりも高温で熱処理して、前記電極同士で狭持された絶縁性薄膜を、
対応する電極それぞれを構成する金属の結晶粒成長による変形・移動によって破壊し、前
記電極同士を直接接触させる。
【００１６】
　前記２枚の基板の両方に、前記絶縁性薄膜を成膜することができる。
【００１７】
　前記２枚の基板の両方に、同じ材料からなる前記絶縁性薄膜を成膜することができる。
【００１８】
　原子層堆積法により前記絶縁性薄膜を成膜することができる。
【００１９】
　前記２枚の基板の貼合せ面は、平坦化処理によって形成することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本開示によれば、２枚の基板を貼り合わせて電極同士を接続させた構成において、接合
界面におけるボイドの発生を防止でき、これにより２枚の基板間の接合強度が増して信頼
性の向上が図られた半導体装置を得ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本開示が適用される半導体装置の一例を示す概略構成図である。
【図２】本実施形態の半導体装置の構成を示す要部断面図である。
【図３】本実施形態の半導体装置の製造における第１基板（センサ基板）の作製手順（そ
の１）を示す断面工程図である。
【図４】本実施形態の半導体装置の製造における第１基板（センサ基板）の作製手順（そ
の２）を示す断面工程図である。
【図５】本実施形態の半導体装置の製造における第２基板（回路基板）の作製手順を示す
断面工程図である。
【図６】本実施形態の半導体装置の製造における貼り合わせを示す断面図（その１）であ
る。
【図７】本実施形態の半導体装置の製造における貼り合わせを示す断面図（その２）であ
る。
【図８】本開示を適用して得られた半導体装置を用いた電子機器の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本開示の実施の形態を、図面に基づいて次に示す順に説明する。
１．本実施形態の半導体装置の概略構成例
２．本実施形態の半導体装置の構成
３．本実施形態の半導体装置の製造における第１基板（センサ基板）の作製手順
４．本実施形態の半導体装置の製造における第２基板（回路基板）の作製手順
５．本実施形態の半導体装置の製造における基板の貼り合わせ手順
６．本実施形態の半導体装置を用いた電子機器の一例
【００２３】
≪１．本実施形態の半導体装置の概略構成例≫
　図１に、本開示が適用される半導体装置の一例として、固体撮像装置の概略構成を示す
。
【００２４】
　この固体撮像装置１は、センサ基板としての第１基板２と、この第１基板２に対して積
層された状態で貼り合せらされた回路基板としての第２基板７とを含む、いわゆる３次元
構造の半導体装置である。
【００２５】
　このうち、第１基板２には、光電変換部を含む複数の画素３が規則的に２次元配列され
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た画素領域４が設けられている。この画素領域４には、複数の画素駆動線５が行方向に配
線され、複数の垂直信号線６が列方向に配線されており、１つの画素３が１本の画素駆動
線５と１本の垂直信号線６とに接続される状態で配置されている。これらの各画素３には
、光電変換部と、フローティングディフュージョンと、複数のトランジスタ（いわゆるＭ
ＯＳトランジスタ）および容量素子等で構成された画素回路とが設けられている。なお、
複数の画素で画素回路の一部を共有している場合もある。
【００２６】
　また、第２基板７には、第１基板２に設けられた各画素３を駆動するための垂直駆動回
路８、カラム信号処理回路９、水平駆動回路１０、およびシステム制御回路１１などの周
辺回路が設けられている。
【００２７】
≪２．本実施形態の半導体装置の構成≫
　図２は、本実施形態の半導体装置の構成を示す要部断面図であり、図１における３画素
分の断面図である。以下、この要部断面図に基づいて、本実施形態の半導体装置の詳細な
構成を説明する。
【００２８】
　図２に示す半導体装置１は、絶縁性薄膜１２を挟持する状態で第１基板２の貼合せ面４
１と第２基板７の貼合せ面７１が対向配置されて、第１基板２と第２基板７とが貼り合わ
せられた３次元構造の固体撮像装置である。
【００２９】
　ここで、第１基板２は、半導体層２ａ、配線層２ｂ、および電極層２ｃが、第２基板７
とは反対側から順に積層されており、さらに電極層２ｃの表面が第２基板７に対する貼合
せ面４１として構成されている。一方、第２基板７は、半導体層７ａ、配線層７ｂ、およ
び電極層７ｃが、第１基板２の反対側から順に積層されており、さらに電極層７ｃの表面
が第１基板２に対する貼合せ面７１として構成されている。
【００３０】
　また、第１基板２における第２基板７と反対側の面には、保護膜１５、カラーフィルタ
層１７、およびオンチップレンズ１９が図示される順に積層されている。
【００３１】
　次に、第１基板２および第２基板７を構成する各層、および絶縁性薄膜１２の詳細な構
成を順次説明し、さらに、保護膜１５、カラーフィルタ層１７、およびオンチップレンズ
１９の構成を順次説明する。
【００３２】
［半導体層２ａ（第１基板２側）］
　第１基板２側の半導体層２ａは、例えば単結晶シリコンからなる半導体基板２０を薄膜
化したものである。この半導体層２ａにおいて、カラーフィルタ層１７やオンチップレン
ズ１９等が配置されている第１面側には、例えばｎ型不純物層（またはｐ型不純物層）か
らなる光電変換部２１が画素毎に設けられている。一方、半導体層２ａの第２面側には、
ｎ＋型不純物層からなるフローティングディフュージョンＦＤおよびトランジスタＴｒの
ソース／ドレイン２３、さらにはここでの図示を省略した他の不純物層などが設けられて
いる。
【００３３】
[配線層２ｂ（第１基板２側）］
　第１基板２において半導体層２ａ上に設けられた配線層２ｂは、半導体層２ａとの界面
側に、ゲート絶縁膜２５を介して設けられた転送ゲートＴＧおよびトランジスタＴｒのゲ
ート電極２７、さらにはここでの図示を省略した他の電極を有している。これらの転送ゲ
ートＴＧおよびゲート電極２７は、層間絶縁膜２９で覆われており、層間絶縁膜２９に形
成された溝パターン内には埋込配線３１が設けられている。この埋込配線３１は、溝パタ
ーンの内壁を覆うバリアメタル層３１ａと、バリアメタル層３１ａを介して溝パターンに
埋め込まれた銅（Ｃｕ）からなる配線層３１ｂとにより構成されている。
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【００３４】
　なお、以上のような配線層２ｂは、さらに積層された多層配線層として構成されていて
もよい。
【００３５】
［電極層２ｃ（第１基板２側）］
　第１基板２において配線層２ｂ上に設けられた電極層２ｃは、配線層２ｂとの界面側に
、銅（Ｃｕ）に対する拡散防止絶縁膜３２と、これに積層された第１絶縁膜３５とを備え
ている。第１絶縁膜３５は、例えばＴＥＯＳ膜からなり、第１絶縁膜３５に形成された溝
パターン内には、埋込電極として第１電極３３が設けられている。なおＴＥＯＳ膜とは、
ＴＥＯＳガス（Tetra Ethoxy Silaneガス：組成Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）を原料ガスとす
る化学気相成長法（Chemical Vapor Deposition：以下ＣＶＤ法）により成膜された酸化
シリコン膜である。
【００３６】
　そして、第１電極３３は、溝パターンの内壁を覆うバリアメタル層３３ａと、バリアメ
タル層３３ａを介して溝パターンに埋め込まれた銅（Ｃｕ）からなる第１電極膜３３ｂと
により構成されている。また、少なくとも貼り合わせられる面となる電極層２ｃを形成す
る銅（Ｃｕ）は、貼り合わせ後の熱処理温度よりも低い温度で成膜されることが必要であ
る。このような構成の電極層２ｃの表面が、第２基板７に対する第１基板２側の貼合せ面
４１となっている。貼合せ面４１は、第１電極３３および第１絶縁膜３５が露出して構成
されており、例えば化学的機械研磨（Chemical Mechanical Polishing：以下ＣＭＰ）に
よって平坦化された状態となっている。
【００３７】
　なお、ここでの図示は省略したが、第１絶縁膜３５に設けられた溝パターンの一部は、
配線層２ｂに設けた埋込配線３１に達しており、この溝パターン内部に埋め込まれた第１
電極３３が必要に応じて埋込配線３１に接続された状態となっている。
【００３８】
［半導体層７ａ（第２基板７側）］
　一方、第２基板７側の半導体層７ａは、例えば単結晶シリコンからなる半導体基板５０
を薄膜化したものである。この半導体層７ａにおいて、第１基板２側の表面層には、トラ
ンジスタＴｒのソース／ドレイン５１、さらにはここでの図示を省略した不純物層などが
設けられている。
【００３９】
[配線層７ｂ（第２基板７側）］
　第２基板７において半導体層７ａ上に設けられた配線層７ｂは、半導体層７ａとの界面
側に、ゲート絶縁膜５３を介して設けられたゲート電極５５、さらにはここでの図示を省
略した他の電極を有している。これらのゲート電極５５および他の電極は、層間絶縁膜５
７で覆われており、層間絶縁膜５７に形成された溝パターン内には埋込配線５９が設けら
れている。埋込配線５９は、溝パターンの内壁を覆うバリアメタル層５９ａと、バリアメ
タル層５９ａを介して溝パターンに埋め込まれた銅（Ｃｕ）からなる配線層５９ｂとによ
り構成されている。
　なお、以上のような配線層７ｂは、多層配線層構造としてもよい。
【００４０】
［電極層７ｃ（第２基板７側）］
　第２基板７において配線層７ｂ上に設けられた電極層７ｃは、配線層７ｂとの界面側に
、銅（Ｃｕ）に対する拡散防止絶縁膜６１と、この上部に積層された第２絶縁膜６９とを
備えている。第２絶縁膜６９は例えばＴＥＯＳ膜からなり、第２絶縁膜６９に形成された
溝パターン内には、埋込電極として第２電極６７が設けられている。第２電極６７は、溝
パターンの内壁を覆うバリアメタル層６７ａと、バリアメタル層６７ａを介して溝パター
ンに埋め込まれた銅（Ｃｕ）からなる第２電極膜６７ｂとにより構成されている。
【００４１】
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　また、第１基板２と同様に、少なくとも貼り合わせられる面となる電極層７ｃを形成す
る銅（Ｃｕ）は、貼り合わせ後の熱処理温度よりも低い温度で成膜されることが必要であ
る。この第２電極６７は、第１基板２側の第１電極３３と対応するように配置され、絶縁
性薄膜１２を介した状態で第１基板２側の第１電極３３と電気的に接続される。このよう
な電極層７ｃの表面が、第１基板２に対する第２基板７側の貼合せ面７１となっている。
貼合せ面７１は、第２電極６７および第２絶縁膜６９が露出して構成されており、例えば
ＣＭＰによって平坦化された状態となっている。
【００４２】
［絶縁性薄膜１２］
　絶縁性薄膜１２は、第１基板２側の貼合せ面４１と第２基板７側の貼合せ面７１との間
に狭持されており、貼合せ面４１および貼合せ面７１の全面を覆っている。すなわち、第
１基板２と第２基板７とは、この絶縁性薄膜１２を介して貼り合わされる。貼り合わされ
た第１基板２と第２基板７を銅（Ｃｕ）の成膜温度よりも高い温度で熱処理することによ
り、銅（Ｃｕ）の結晶粒が移動し、絶縁性薄膜を破壊することが可能となる。このときの
熱処理温度は、銅（Ｃｕ）の成膜温度との差が大きいほど絶縁性薄膜１２を破壊すること
が可能である。すなわち、銅（Ｃｕ）の結晶粒成長がより大きくなる為である。また、絶
縁性薄膜１２は銅（Ｃｕ）の存在する箇所のみで破壊されるため、電極以外の部分は絶縁
性を保つことができる。
【００４３】
　上述のような絶縁性薄膜１２は、例えば、酸化膜および窒化膜からなり、半導体に一般
的に使用されている酸化膜および窒化膜が用いられる。ただし、前述のとおり、貼り合わ
せ後に銅（Cu）の結晶粒成長によって絶縁性薄膜１２を破壊するため、絶縁性薄膜１２の
成膜時に銅（Ｃｕ）の結晶粒成長を促進してはいけない。そのため、この成膜は銅（Ｃｕ
）の成膜を含む、接合面にくる電極形時の温度以下にする必要がある。絶縁性薄膜１２の
構成材料について詳しく説明する。
【００４４】
　絶縁性薄膜１２が酸化膜からなる場合は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）、酸化ハ
フニウム（ＨｆＯ２）を用いる。
【００４５】
　絶縁性薄膜１２が窒化膜からなる場合は、例えば、窒化シリコン（ＳｉＮ）を用いる。
【００４６】
　また特に本実施形態では、絶縁性薄膜１２を介した状態で、第１基板２側の第１電極３
３と第２基板７側の第２電極６７とが貼り合わされた後に熱処理され、電極部分の絶縁性
薄膜１２が破壊されて、電極同士が直接接続されることが重要である。そのため、絶縁性
薄膜１２の膜厚は極めて薄い。その膜厚は、絶縁性薄膜１２の材料により異なるものの、
例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）、ハフニア（ＨｆＯ２）等の酸化物や、その他のほと
んどの材料において、およそ１ｎｍ以下が望ましい。これは、例えば銅（Ｃｕ）の成膜温
度を150℃で行った後に400℃の熱処理をした場合に銅（Ｃｕ）の表面が結晶粒成長によっ
て変化する量から決定される。ただし、絶縁性薄膜１２の膜質および成膜温度と熱処理の
温度差によっては、さらに厚い膜を用いることも可能である。このような方法で直接接触
された第１電極３３と第２電極６７との間は完全な導通状態となり電流が流れる。
【００４７】
　なお、本実施形態の半導体装置１において、絶縁性薄膜１２は、上述の一層の構造に限
らず、同じ材料による積層構造であってもよく、また異なる材料による積層構造であって
もよい。
【００４８】
［保護膜１５、カラーフィルタ層１７、オンチップレンズ１９］
　保護膜１５は、第１基板２の光電変換部２１を覆って設けられている。この保護膜１５
は、パッシベーション性を有する材料膜で構成され、例えば酸化シリコン膜、窒化シリコ
ン膜、または酸窒化シリコン膜などが用いられる。
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　カラーフィルタ層１７は、各光電変換部２１に対応して１対１で設けられた各色のカラ
ーフィルタで構成されている。各色のカラーフィルタの配列が限定されることはない。
　オンチップレンズ１９は、各光電変換部２１およびカラーフィルタ層１７を構成する各
色のカラーフィルタに対応して１対１で設けられ、各光電変換部２１に入射光が集光され
るように構成されている。
【００４９】
［本実施形態の半導体装置の構成による効果］
　上述のように構成された本実施形態の半導体装置１は、図２に示すように、絶縁性薄膜
１２を介して第１基板２と第２基板７とが貼り合わせられたことにより、第１基板２の貼
合せ面４１と第２基板７の貼合せ面７１とが直接接することはない。したがって、これら
の貼合せ面が直接接合された構成において接合界面に生じていたボイドの発生が防止され
る。これにより、２枚の基板間の接合強度が増して信頼性の向上が図られた半導体装置を
得ることが可能になる。
【００５０】
　特に第１絶縁膜３５および第２絶縁膜６９がＴＥＯＳ膜からなる場合には、ＴＥＯＳ膜
表面にＯＨ基が多く存在するため、ＴＥＯＳ膜からなる絶縁膜同士が直接接合する接合界
面において、脱水縮合によるボイドが発生する。このように絶縁膜がＴＥＯＳ膜である場
合においても、本実施形態の半導体装置１では、絶縁性薄膜１２を介して基板を貼り合わ
せるので、ＴＥＯＳ膜同士が直接接合することはなく、脱水縮合によるボイドの発生を防
止できる。これにより、２枚の基板間の接合強度が増して信頼性の向上が図られた半導体
装置を得ることが可能になる。
【００５１】
≪３．本実施形態の半導体装置の製造における第１基板（センサ基板）の作製手順≫
　図３は上述した本実施形態の半導体装置の製造に用いる第１基板２の作製手順を示す断
面工程図（その１）であり、図４はこの図３に続く断面工程図（その２）である。以下、
これらの図に基づいて本実施形態に用いる第１基板２（センサ基板）の作製手順を説明す
る。
【００５２】
　図３Ａに示すように、例えば単結晶シリコンからなる半導体基板２０を用意する。この
半導体基板２０の所定深さにｎ型不純物層からなる光電変換部２１を形成し、さらに光電
変換部２１の表面層に、ｎ＋型不純物層からなる電荷転送部やｐ＋型不純物層からなる正
孔用の電荷蓄積部を形成する。また半導体基板２０の表面層に、ｎ＋型不純物層からなる
フローティングディフュージョンＦＤ、およびソース／ドレイン２３、さらにはここでの
図示を省略した他の不純物層を形成する。
【００５３】
　次に、半導体基板２０上に、ゲート絶縁膜２５を成膜し、さらにこの上部に転送ゲート
ＴＧおよびゲート電極２７を形成する。ここで、転送ゲートＴＧはフローティングディフ
ュージョンＦＤと光電変換部２１との間に形成され、ゲート電極２７は、ソース／ドレイ
ン２３間に形成される。またこれと同一工程により、ここでの図示を省略した他の電極を
形成する。
　なお、ここまでの工程は、通常の作製手順を適宜選択して行なってもよい。
【００５４】
　その後、ゲート絶縁膜２５上に、転送ゲートＴＧおよびゲート電極２７を覆う状態で、
例えば酸化シリコンからなる層間絶縁膜２９を成膜する。さらに層間絶縁膜２９に溝パタ
ーンを形成し、この溝パターン内にバリアメタル層３１ａを介して配線層３１ｂを埋め込
んでなる埋込配線３１を形成する。この埋込配線３１は、必要箇所で転送ゲートＴＧに接
続して形成される。またここでの図示は省略したが、一部の埋込配線３１は、必要箇所で
ソース／ドレイン２３に接続して形成される。以上により、埋込配線３１を備えた配線層
２ｂを得る。なお、この埋込配線３１の形成には、図３Ｂ以下を用いて説明する埋込配線
技術を適用する。
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【００５５】
　続いて、配線層２ｂ上に、拡散防止絶縁膜３２を成膜し、さらにこの上に第１絶縁膜３
５を成膜する。例えばＴＥＯＳガスを用いたＣＶＤ法により、ＴＥＯＳ膜からなる第１絶
縁膜３５を成膜する。その後、この第１絶縁膜３５に、以下に説明する埋込配線技術を適
用して、第１電極３３を形成する。
【００５６】
　図３Ｂに示すように、第１絶縁膜３５に溝パターン３５ａを形成する。ここでの図示は
省略したが、溝パターン３５ａは、必要な箇所では埋込配線３１に達する形状で形成され
る。
【００５７】
　図３Ｃに示すように、溝パターン３５ａの内壁を覆う状態でバリアメタル層３３ａを成
膜し、この上部に溝パターン３５ａを埋め込む状態で第１電極膜３３ｂを成膜する。バリ
アメタル層３３ａは、第１電極膜３３ｂが第１絶縁膜３５に拡散することを防ぐようなバ
リア性のある材料で構成され、一方、第１電極膜３３ｂは銅（Ｃｕ）からなるが、これに
限らず、導電性のある材料により構成される。
【００５８】
　図４Ｄに示すように、ＣＭＰ法により、バリアメタル層３３ａが露出するまで第１電極
膜３３ｂを平坦化除去し、さらに、第１絶縁膜３５が露出するまでバリアメタル層３３ａ
を平坦化除去する。これにより、溝パターン３５ａ内にバリアメタル層３３ａを介して第
１電極膜３３ｂを埋め込んでなる第１電極３３を形成する。以上により、第１電極３３を
備えた電極層２ｃを得る。
【００５９】
　以上の工程により、第１電極３３と第１絶縁膜３５とが露出された平坦な貼合せ面４１
を有する第１基板２が、センサ基板として作製される。なお、必要に応じて、貼合せ面４
１に対して、ウェット処理またはプラズマ処理による前処理を施しておく。
　ここまでの工程は、一般的な半導体装置の製造工程手順で行えばよく、また特に工程手
順が限定されることはなく、適宜の手順で行うことができる。ただし、貼り合わせ面とな
る第1電極３３の形成において、銅（Ｃｕ）の成膜温度は例えば100℃程度に低くし、貼り
合わせ後の熱処理温度（例えば400℃）との温度差を可能な限り大きくする。本開示では
、次の絶縁性薄膜の成膜が特徴的な工程となる。
【００６０】
［絶縁性薄膜の成膜手順］
　図４Ｅに示すように、第１基板２における貼合せ面４１の全面を覆う状態で、原子層堆
積法（Atomic Layer Deposition：以下ＡＬＤ法）によって絶縁性薄膜１２ａを成膜する
。
【００６１】
　ＡＬＤ法の手順について、概略を説明する。
　まず、成膜される薄膜の構成元素を含有する第１反応物と第２反応物とを準備する。成
膜工程として、基板上に、第１反応物を含むガスを供給して吸着反応させる第１工程と、
第２反応物を含むガス供給して吸着反応させる第２工程とがあり、この工程の間には不活
性ガスを流して、未吸着の反応物をパージする。この成膜工程を１サイクル行なうことで
原子層１層を堆積させ、繰り返すことにより所望膜厚の成膜をする。なお、第１工程と第
２工程は、どちらを先に行なってもよい。
　以上のような成膜方法がＡＬＤ法であり、次のような特徴がある。
【００６２】
　ＡＬＤ法は、上述のように、成膜工程のサイクルを繰り返して成膜する方法であり、こ
のサイクル数の調整によって、成膜する膜厚を原子層単位で高精度に制御した成膜が可能
である。このようなＡＬＤ法を絶縁性薄膜１２ａの成膜に適用すると、極めて薄い絶縁性
薄膜１２ａであっても膜厚制御性よく成膜できる。
【００６３】
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　ＡＬＤ法は、さらに約５００℃以下の低温プロセスでの成膜が可能な方法である。さら
にＳｉＯ２などでは室温での成膜も可能となっている。絶縁性薄膜１２ａの成膜時には、
すでに電極層２ｃが形成されているため、電極層２ｃを構成する金属への耐熱性を考慮す
る必要があり、絶縁性薄膜１２ａの成膜には低温プロセスが要求される。そこで、このよ
うなＡＬＤ法を絶縁性薄膜１２ａの成膜に適用すると、低温プロセスにより電極層２ｃを
劣化させることなく絶縁性薄膜１２ａを成膜できる。
【００６４】
　ＡＬＤ法は、上述のように、原子層を１層ずつ堆積させて成膜する方法である。このよ
うなＡＬＤ法を絶縁性薄膜１２ａの成膜に適用すると、ＣＭＰにより超平坦化された基板
表面の凹凸を悪化させることなく、平坦かつ均一な絶縁性薄膜１２で貼合せ面４１の全面
を覆うことができる。
【００６５】
　以下に、一例として、酸化膜または窒化膜からなる絶縁性薄膜１２ａのＡＬＤ法による
成膜条件について、具体的に説明する。
【００６６】
　絶縁性薄膜１２ａが酸化膜（ＳｉＯ２、ＨｆＯ２等）からなる場合、上述のＡＬＤ法に
おいて、第１反応物をＳｉ含有反応物またはＨｆ含有反応物とし、第２反応物をＯ含有反
応物とする。これらの反応物を供給して吸着反応させる工程を交互に繰り返すことによっ
て、酸化膜（ＳｉＯ２またはＨｆＯ２）からなる絶縁性薄膜１２ａを貼合せ面４１上に成
膜する。ここで、Ｓｉ含有反応物は、例えば、シラン（ＳｉＨ４）、ジクロロシラン（Ｈ

２ＳｉＣｌ２）等のガス状で供給可能な物質を用いる。Ｈｆ含有反応物は、テトラキスジ
メチルアミノハフニウム（Ｈｆ［Ｎ（ＣＨ３）２］４等を用いる。Ｏ含有反応物は、水蒸
気ガス、オゾンガス等を用いる。
【００６７】
　一方、絶縁性薄膜１２ａが窒化膜（ＳｉＮ等）からなる場合、上述のＡＬＤ法において
、第１反応物をＳｉ含有反応物とし、第２反応物をＮ含有反応物とする。これらの反応物
を供給して吸着反応させる工程を交互に繰り返すことによって、窒化膜（ＳｉＮ）からな
る絶縁性薄膜１２ａを貼合せ面４１上に成膜する。ここで、Ｎ含有反応物は、例えば、窒
素ガスやアンモニアガス等を用いる。Ｏ含有反応物は、水蒸気ガス、オゾンガス等を用い
る。
【００６８】
　以上により、第１基板２上に、貼合せ面４１の全面を覆う状態で、極めて薄い均一な絶
縁性薄膜１２ａを成膜する。
【００６９】
≪４．本実施形態の半導体装置の製造における第２基板（回路基板）の作製手順≫
　図５は、上述した本実施形態の半導体装置の製造に用いる第２基板７の作製手順を説明
するための断面工程図である。以下、この図に基づいて本実施形態に用いる第２基板７（
回路基板）の作製手順を説明する。
【００７０】
　図５Ａに示すように、例えば単結晶シリコンからなる半導体基板５０を用意する。この
半導体基板５０の表面層に、各導電型のソース／ドレイン５１、およびここでの図示を省
略した他の不純物層を形成する。これにより、半導体層７ａを得る。
【００７１】
　次に、半導体層７ａの上に、ゲート絶縁膜５３を成膜し、さらにこの上部にゲート電極
５５を形成する。ゲート電極５５は、ソース／ドレイン５１間に形成される。また、これ
と同一工程で、ここでの図示を省略した他の電極を形成する。
【００７２】
　続いて、ゲート絶縁膜５３の上に、ゲート電極５５を覆う状態で、例えば酸化シリコン
からなる層間絶縁膜５７を成膜する。この層間絶縁膜５７の溝パターン内にバリアメタル
層５９ａを介して配線層５９ｂを埋め込んでなる埋込配線５９を形成し、埋込配線５９を
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備えた配線層７ｂを得る。ここでの埋込配線５９の形成は、上述した第１電極３３の形成
と同様に、埋込配線技術を適用して行なう。
【００７３】
　その後、配線層７ｂ上に拡散防止絶縁膜６１を介して、例えばＴＥＯＳ膜からなる第２
絶縁膜６９を積層させて成膜する。これにより、第２絶縁膜６９の溝パターン内にバリア
メタル層６７ａを介して第２電極膜６７ｂを埋め込んでなる第２電極６７を形成し、第２
電極６７を備えた電極層７ｃを得る。ここでの第２電極６７の形成は、上述した第１電極
３３の形成と同様にして行なう。
【００７４】
　以上の工程により、第２電極６７と第２絶縁膜６９とが露出された平坦な貼合せ面７１
を有する第２基板７が、回路基板として作製される。
　ここまでの工程は、通常の工程手順で行えばよく、また特に工程手順が限定されること
はなく、適宜の手順で行うことができる。ただし、貼り合わせ面となる第２電極６７の形
成において、銅（Ｃｕ）の成膜温度は例えば100℃程度に低くし、貼り合わせ後の熱処理
温度（例えば400℃）との温度差を可能な限り大きくする。本開示では、次の絶縁性薄膜
の成膜、および基板の貼り合わせが特徴的な工程となる。
【００７５】
　図５Ｂに示すように、第１基板２側の絶縁性薄膜１２ａと同様にして、貼合せ面７１の
上に、ＡＬＤ法により絶縁性薄膜１２ｂを成膜する。
　これにより、第２基板７上に、貼合せ面７１の全面を覆う状態で、極めて薄い均一な絶
縁性薄膜１２ｂを成膜する。なお、絶縁性薄膜１２ｂは、第１基板２側の絶縁性薄膜１２
ａと異なる膜でもよいが、同じ膜でもよい。
【００７６】
≪５．本実施形態の半導体装置の製造における基板の貼り合わせ手順≫
　図６および図７を用いて、貼合せ面４１上に絶縁性薄膜１２ａを成膜した第１基板２と
、貼合せ面７１上に絶縁性薄膜１２ｂを成膜した第２基板７との貼り合わせ手順を説明す
る。
【００７７】
　図６に示すように、絶縁性薄膜を介した状態で第１基板２の貼合せ面４１と第２基板７
の貼合せ面７１とを対向配置させ、さらに、第１基板２の第１電極３３と、第２基板７の
第２電極６７とが対応するように位置合わせする。図示した例では、第１電極３３と第２
電極６７とが１：１で対応している状態を示したが、対応状態はこれに限定されることは
ない。
【００７８】
　図７に示すように、第１基板２上の絶縁性薄膜１２ａと、第２基板７上の絶縁性薄膜１
２ｂとを対向させた状態で熱処理を行うことにより、絶縁性薄膜１２ａと絶縁性薄膜１２
ｂとの間の接合をする。このような熱処理は、第１基板２および第２基板７に形成された
素子や配線に影響のない範囲で、絶縁性薄膜１２同士が十分に接合する温度および時間で
行われる。さらにこのとき、銅（Ｃｕ）の結晶粒成長が発生し、第１電極３３と第２電極
６７の間の絶縁性薄膜１２を両側から破壊する。これにより、電極の銅（Ｃｕ）同士が直
接接触する。
【００７９】
　例えば、第１電極３３および第２電極６７が、銅（Ｃｕ）を主とする材料で構成される
場合、２００℃～６００℃で１５分～５時間程度の熱処理が行われる。このような熱処理
は、加圧雰囲気下で行ってもよく、または、第１基板２と第２基板７とを両面側から押圧
した状態で行ってもよい。一例として、４００℃で４時間の熱処理を行うことで、絶縁性
薄膜１２を介した第１電極３３と第２電極６７との間の接続を行なう。これにより、絶縁
性薄膜１２ａと絶縁性薄膜１２ｂとの間が接合され、第１基板２と第２基板７とが貼り合
わせられる。ここで、銅（Ｃｕ）の成膜時の温度と熱処理の温度差が大きいほど、銅（Ｃ
ｕ）の結晶粒成長を促進できるため、絶縁性薄膜１２の破壊が容易になる。
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【００８０】
　ここで、上述のように第１基板２および第２基板７の両方の貼合せ面４１，７１上に絶
縁性薄膜１２ａ，１２ｂが成膜される場合は、その絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂが同じ材料
であっても、異なる材料であってもよい。
【００８１】
　なお、本実施形態の半導体装置の製造方法では、第１基板２および第２基板７のうちど
ちらか一方の基板の貼合せ面のみに絶縁性薄膜を成膜してもよい。例えば、第１基板２の
貼合せ面４１上のみに絶縁性薄膜１２ａを成膜して、第１基板２側の絶縁性薄膜１２ａと
第２基板７側の貼合せ面７１との間の接合により、第１基板２と第２基板７を貼り合わせ
てもよい。
【００８２】
　以上のように、第１基板２と第２基板７とを貼り合わせた後、第１基板２側の半導体基
板２０を薄膜化して半導体層２ａとし、光電変換部２１を露出させる。また必要に応じて
、第２基板７側の半導体層７ａにおいて、半導体基板５０を薄膜化してもよい。
【００８３】
　その後は図２に示すように、第１基板２における光電変換部２１の露出面上に保護膜１
５を成膜し、さらに保護膜１５上にカラーフィルタ層１７およびオンチップレンズ１９を
形成し、半導体装置（固体撮像装置）１を完成させる。
【００８４】
［本実施形態の半導体装置の製造方法による効果］
　上述のような本実施形態の半導体装置の製造方法では、第１基板２および第２基板７の
上にそれぞれ絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂを成膜し、この絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂが成膜
された面同士を接合することにより、第１基板２と第２基板７を貼り合わせている。この
ため、ＣＭＰにより平坦化処理された貼合せ面４１，７１同士を直接接合する場合と比較
して、絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂが成膜された面同士の接合によって、第１基板２と第２
基板７を貼り合わせる本実施形態の半導体装置１は接合性がよい。なお、第１基板２の貼
合せ面４１上にのみ絶縁性薄膜１２ａを成膜した場合であっても、第１基板２側の絶縁性
薄膜１２ａと第２基板７側の貼合せ面７１との間の接合になり、貼合せ面４１，７１同士
を直接接合する場合よりも基板の接合性がよい。
【００８５】
　例えば、ＣＭＰにより平坦化処理された貼合せ面４１，７１は、ＣＭＰの工程において
貼合せ面４１，７１を構成する第１絶縁膜３５および第２絶縁膜６９が含水する可能性が
ある。また、この貼合せ面４１，７１を構成する第１絶縁膜３５および第２絶縁膜６９が
ＴＥＯＳ膜からなる場合であれば、そのＴＥＯＳ膜の成膜条件ゆえに、もともと含水率の
高い膜として第１絶縁膜３５および第２絶縁膜６９が形成される。したがって、このよう
な含水している貼合せ面４１，７１同士を直接接合する場合、貼合せ後の熱処理において
、脱ガスが接合界面に集中しボイドを形成する。しかしながら、本実施形態では、貼合せ
面４１，７１の全面を絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂで覆うことにより、脱ガスが接合界面に
集中することを防止しボイドの発生を抑えることが可能である。
【００８６】
　特に、第１基板２の貼合せ面４１上の絶縁性薄膜１２ａと第２基板７の貼合せ面７１上
の絶縁性薄膜１２ｂが、同一材料膜で構成されている場合は、同一材料膜同士の接合とな
るので、より強固な接合が可能になる。これにより、基板の接合強度が増して信頼性の向
上が図られた半導体装置を得ることができる。
【００８７】
　さらには、絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂの成膜をＡＬＤ法により行なったことにより、次
のような効果もある。
【００８８】
　まず、ＡＬＤ法は原子層単位の成膜により膜厚制御性のよい方法なので、極めて薄い絶
縁性薄膜を成膜できる。これにより、第１基板２側の第１電極３３と第２基板７側の第２
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電極６７とが絶縁性薄膜１２を介して対向配置された構造であっても、この絶縁性薄膜１
２が極めて薄い膜厚であるので、第１電極３３と第２電極６７との間の電気的な接続が可
能となる。
【００８９】
　次に、ＡＬＤ法は原子層単位の成膜により膜厚均一性のよい方法なので、ＣＭＰにより
平坦化された貼合せ面４１，７１の平坦性を維持して、均一な絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂ
を第１基板２および第２基板７の上に成膜する。このような絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂの
成膜された平坦な接合面同士によって接合が図られるので、密着性に優れた接合が行なわ
れ、接合強度の向上した基板の接合が可能となる。
【００９０】
　続いて、ＡＬＤ法は低温プロセスでの成膜をする方法なので、第１基板２側の電極層２
ｃおよび第２基板７側の電極層７ｃを構成する金属が高熱により劣化することなく、第１
基板２および第２基板７の上に絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂを成膜できる。従って、本開示
の要点である、銅（Ｃｕ）の結晶粒成長を貼り合わせ後の熱処理で促進する目的に適して
いる。ここまでＡＬＤ法による利点を記述したが、ＣＶＤ法による方法であっても、上述
した利点を実現できるのであればＡＬＤ法による成膜にはこだわらない。さらに、ガスを
用いた気相成長による成膜以外でも、例えば塗布方法などによる成膜であっても、本開示
の原理を実現できる薄膜が形成出来れば良い。
【００９１】
　最後に、ＡＬＤ法は原子層単位の成膜方法なので、成膜された絶縁性薄膜１２ａ，１２
ｂは緻密な膜であって含水率が極めて低い。含水率の低い絶縁性薄膜１２ａ，１２ｂの成
膜された接合面同士による接合となるので、接合面にボイドの発生する虞は全くない。
　以上により、基板の接合強度が増して信頼性の向上が図られた半導体装置が得られる。
【００９２】
≪６．本実施形態の半導体装置を用いた電子機器の一例≫
　上述の本実施形態で説明した本開示に係る半導体装置（固体撮像装置）は、例えばデジ
タルカメラやビデオカメラ等のカメラシステム、さらには撮像機能を有する携帯電話、あ
るいは撮像機能を備えた他の機器などの電子機器に適用することができる。
【００９３】
　図８は、本開示に係る電子機器の一例として、固体撮像装置を用いたカメラの構成図を
示す。本実施形態に係るカメラ９１は、静止画像又は動画撮影可能なビデオカメラを例と
したものである。このカメラ９１は、固体撮像装置９２と、固体撮像装置９２の光電変換
部に入射光を導く光学系９３と、シャッタ装置９４と、固体撮像装置９２を駆動する駆動
回路９５と、固体撮像装置９２の出力信号を処理する信号処理回路９６とを有する。
【００９４】
　固体撮像装置９２は、上述した本実施形態で説明した構成の半導体装置（１）が適用さ
れる。光学系（光学レンズ）９３は、被写体からの像光（入射光）を固体撮像装置９２の
撮像面上に結像させる。これにより、固体撮像装置９２内に、一定期間信号電荷が蓄積さ
れる。このような光学系９３は、複数の光学レンズから構成された光学レンズ系としても
よい。シャッタ装置９４は、固体撮像装置９２への光照射期間および遮光期間を制御する
。駆動回路９５は、固体撮像装置９２およびシャッタ装置９４に駆動信号を供給し、供給
した駆動信号（タイミング信号）により、固体撮像装置９２の信号処理回路９６への信号
出力動作の制御、およびシャッタ装置９４のシャッタ動作を制御する。すなわち、駆動回
路９５は、駆動信号（タイミング信号）の供給により、固体撮像装置９２から信号処理回
路９６への信号転送動作を行う。信号処理回路９６は、固体撮像装置９２から転送された
信号に対して、各種の信号処理を行う。信号処理が行われた映像信号は、メモリなどの記
憶媒体に記憶され、或いは、モニタに出力される。
【００９５】
　以上説明した本実施形態に係る電子機器によれば、センサ基板と回路基板とを積層させ
た信頼性の高い３次元構造の半導体装置１を固体撮像装置として用いたことにより、撮像
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機能を有する電子機器の小型化および信頼性の向上を図ることが可能になる。
【符号の説明】
【００９７】
　１　半導体装置，　２　第１基板（センサ基板），　７　第２基板（回路基板），　１
２　絶縁性薄膜，　３３　第１電極，　３５　第１絶縁膜，　４１，７１　貼合せ面，　
６７　第２電極，　６９　第２絶縁膜

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】
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